
利用料減免制度を申し込まれた保護者の皆様へ 

 

放課後キッズクラブ利用料減免制度の利用にあたってのお願い 

 

利用料減免制度を利用される方は、以下の点についてご確認いただきますようお願いします。 

 

【減免制度を利用する方（共通）】 
・減免を受ける要件（就学援助を受けている、生活保護世帯である、市民税所得割非課税世帯であ

る）を満たさなくなった場合については、速やかに裏面の「放課後キッズクラブ利用料減免適用

外申出書」のご提出をお願いします。 

 例：就学援助の対象ではなくなり、受給を辞退した場合 

婚姻により非課税世帯では無くなった場合等 

 

・虚偽又は不正な申請等により、減免を受けた場合には、通常の利用料を遡ってお支払いいただき

ます。 

 

【就学援助を受けている方】 

・４月に当初に就学援助の申請をされた方は、７月下旬頃に学校より「就学援助申請の審査結果

及び支給についてのお知らせ」又は「就学援助認定通知」が送付されますので、届き次第速やか

にキッズクラブへコピーしたものをご提出ください。４月から書類提出までに支払われた利用

料については、遡って減免が適用されます。（減免相当額は後日返金※） 

・年度途中から就学援助を受ける場合は、就学援助の対象となる事由が発生した月をお申し出く

ださい。（当該月から減免の適用となります。） 

※令和５年度に、就学援助を受けていることにより、利用料の減免を受けている場合は、４月か

ら書類を提出するまでの期間は、減免適用後の金額をお支払いいただくことで利用ができます。

ただし、就学援助の審査の結果、対象ではない場合は遡って減免相当額をお支払いいただきま

す。 

 

【市民税所得割非課税世帯の方】 

・減免を受けようとする月により、提出していただく証明書・通知書の年度が異なります。 

減免を受ける月 必要な証明書の年度 証明書の請求先 

４・５月 前年度の証明書 前年度の１月１日に住所があった市区町村 

６月～翌年 3 月 今年度の証明書 今年度の１月１日に住所があった市区町村 

➡4 月から 1 年間減免を受ける場合は、前年度と今年度の証明書をご提出ください。 

 

・市民税所得割非課税世帯の証明書は個人ごとに発行されます。世帯での非課税を確認するために、

世帯全員の証明書をご提出ください。 

 

 

裏面は「放課後キッズクラブ利用料減免適用外申出書」です。



放課後キッズクラブ利用料減免適用外申出書 

 

年  月  日 

 

東山田小学校放課後キッズクラブ運営法人代表者 

 

住  所                    

 

保護者氏名  

（自署）                    

 

 

利用料減免の適用対象から外れたため、下記のとおり申告します。 

 

記 

（ふりがな） 

児童氏名 

 

 

 

学年      年生 

利用料減免の

適用外の理由 

１ 就学援助を受給しなくなったため 

２ 生活保護世帯ではなくなったため 

３ 市民税所得割非課税世帯ではなくなったため 

４ その他 

  （                      ） 

事由発生月 令和   年   月 

 

※事由発生月の翌月から減免が適用されなくなります。 

 

 

 

 

 

 

 

（横浜市・放課後キッズクラブ用） 


